
○町田市地域福祉計画審議会条例 

平成１６年３月３１日 

条例第１５号 

地域福祉部福祉総務課 

（設置） 

第１条 町田市地域福祉計画の策定に資するため、町田市地域福祉計画審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、町田市地域福祉計画の策定に関し必要な事項につ

いて調査審議し、答申する。 

（令２条例２１・一部改正） 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 ５人以内 

（２）市内の公共的団体の代表 ５人以内 

（３）市内の福祉関連事業者の代表 ５人以内 

３ 委員の任期は、第２条の規定による答申をしたときまでとする。 

（令２条例２１・一部改正） 

（会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

（令２条例２１・一部改正） 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町田市規則で

定める。 

（令２条例２１・旧第６条繰上） 

附 則 

この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年６月３０日条例第２１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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